
〈工事等の担当課等〉工事等の担当課等とは、工事等を起工する課等

※⑥を受理した日から起算して50日以内

※⑨の会議が行われた日から起算して14日以内

⑦　申立期間の経過、その他客観的かつ明白な事由による却下　
再苦情申立却下通知書
（第６号様式）

⑧　いわき市契約適正化委員会に助言を依頼　

⑨　いわき市契約適正化委員会の会議　

⑩　いわき市契約適正化委員会の助言を踏まえ書面による回答
再苦情申立回答書
（第５号様式）

④　申立期間の経過、その他客観的かつ明白な事由による却下　
苦情申立却下通知書
（第３号様式）

⑤　書面による回答（再苦情申立の教示を含む）　
苦情申立回答書
（第２号様式）

⑥　市長へ書面による再苦情申立て（⑤の回答に対して不服のあるとき）
再苦情申立書
（第４号様式）

〈財政部契約課、水道局総務課、医療センター事務局施設管理課〉

いわき市入札及び契約の手続に関する苦情処理対応フロー

苦情の原因となるもの
一般競争入札の入札参加資格、指名競争入札の指名理由、随意契約の選定理由等

①　対象者からの苦情（口頭）　

②　対象者の苦情に対する説明（口頭）　

③　市長へ書面による苦情申立て（口頭の説明に対して不服のあるとき）　
苦情申立書
（第１号様式）


